
7 Public Information

健全化判断比率・資金不足比率

健全化判断比率・資金不足比率をお知らせします

① 実質赤字比率
　　一般会計などの赤字の程度を指標化し
た比率をいいます。高森町は実質黒字です。
② 連結実質赤字比率
　　全会計の赤字と黒字を合算し、地方公共
団体としての赤字の程度を指標化した比率
をいいます。高森町は全会計黒字です。
③ 実質公債費比率
　　一般会計などが負担する元利償還金・準
元利償還金（借金の返済額等）を指標化し
た比率をいいます。高森町は、平成 24年
度は 11.7％です。

④ 将来負担比率
　　一般会計などの地方債（借入金）の償還
額や将来支払っていく可能性のある負担等
の現時点での残高の程度を指標化した比率
をいいます。高森町は－（マイナス）となっ
ています。
⑤ 資金不足比率
　　公営企業ごとの資金不足額の事業規模
に対する比率です 20％が公営企業ごとの
経営健全化基準となっています。高森町は
簡易水道事業特別会計の資金の不足額はあ
りません。
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※①、②、④は黒字のため［　－　］表示しています。
　（　）内は早期健全化基準比率、［　］内は財政再生基準比率です。

特別会計の名称 資金不足比率
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※⑤は黒字のため［　－　］表示しています。
　（　）内は企業債許可制移行基準比率、［　］内は経営健全化基準比率です。




